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平
成
二
十
四
年
度
企
画
展 

清
盛
と
楠 

 
  



  

ご
あ
い
さ
つ 

 

 

こ
の
企
画
展
で
は
外
宮
の
表
参
道
に
あ
り
ま
す
「
清
盛
楠
」
を
取
り
あ
げ
て
、
平
清
盛
と
関
わ
り
あ
る
神
宮
や
三
重
県
の
史
跡
・
逸
話
な

ど 

を
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
常
設
展
で
は
、
御
装
束
神
宝
の
調
製
過
程
や
御
正
殿
の
造
営
の
展
示
を
致
し
て
お
り
ま
す
。 

 式
年
遷
宮
に
お
い
て
新
し
く
し
て
捧
げ
ら
れ
る
御
装
束
神
宝
や
御
正
殿
に
は
古
墳
・
奈
良
時
代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
意
匠
や
技
法
を
基
に
、 

 新
た
に
平
清
盛
の
生
き
た
平
安
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
・
モ
ー
ド
を
付
加
し
て
お
り
、
崇
敬
心
を
「
よ
り
良
い
」
奉
納
物 

 に
寄
せ
て
大
御
神
に
捧
げ
ら
れ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
平
清
盛
の
参
宮
や
事
績
を
知
る
こ
と
で
、
日
本
人
の
神
宮
に
寄
せ
る
思
い
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

式
年
遷
宮
記
念
せ
ん
ぐ
う
館 
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ご
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台
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退
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の
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資
料
一
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主
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文
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凡 

例 

  

・
こ
の
図
録
は
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
十
月
二
十
二
日 

に
か
け
て
式
年
遷
宮
記
念
せ
ん
ぐ
う
館
に
お
い
て
開
催
す
る
企
画 

展
「
清
盛
と
楠
」
に
際
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

・
図
録
の
資
料
番
号
と
展
示
資
料
番
号
と
は
一
致
す
る
が
、
展
示
順 

序
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。 

 

・
展
示
資
料
の
写
真
は
当
館
が
撮
影
し
た
。 

 

・
本
書
の
編
集
・
執
筆
は
芝
本
行
亮
が
あ
た
っ
た
。 

 



一
、 

伊
勢
平
氏
の
台
頭 

 

  

 
 
 
 

平
氏
は
平
安
京
に
遷
都
し
た
桓
武
天
皇
の
曾
孫
、
高
望
王
が
「
平
」
の
姓
を
賜
っ
て
臣
下
に
な
っ
た
名
族
で
あ
る
。
平
安
時
代
中
期
、
伊 

 

勢
国
に
来
住
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
一
族
を
「
伊
勢
平
氏
」
と
呼
ん
で
い
る
。
平
清
盛
を
輩
出
し
た
系
統
は
、
都
に
進
出
し
て
政
権
を
掌
握 

 

す
る
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、「
伊
勢
平
氏
」
の
主
流
と
し
て
「
平
家
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
平
正
盛
は
伊
賀
国
北
部
を
本
拠
地
と
し
在
地
有 

 

力
者
を
従
え
て
所
領
の
拡
大
を
図
り
、
白
河
上
皇
の
知
遇
を
得
て
院
の
北
面
武
士
に
登
用
さ
れ
て
京
へ
の
進
出
を
果
た
す
。
正
盛
の
嫡
男
忠 

 

盛
も
父
と
同
じ
く
白
河
上
皇
に
寵
遇
さ
れ
て
昇
進
し
、
武
家
と
し
て
「
殿
上
人
」
と
な
る
。
ま
た
瀬
戸
内
海
の
海
賊
を
追
捕
し
、
西
国
の
受 

 

領
を
歴
任
す
る
な
ど
し
て
、
西
国
の
武
士
を
掌
握
し
、
源
氏
と
並
ぶ
武
家
の
棟
梁
と
な
っ
た
。 

 

忠
盛
の
後
継
で
あ
る
清
盛
は
、
異
例
の
出
世
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
背
景
に
は
白
河
上
皇
の
実
子
と
い
う
、
清
盛
の
出
生
の
秘
密
が
あ
る 

 

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
清
盛
は
、
父
祖
以
来
の
財
力
と
伊
勢
国
の
地
盤
に
加
え
て
、
日
宋
貿
易
の
利
益
や
西
国
の
受
領
歴
任
に
よ
り
、
西
国 

 

武
士
団
を
武
力
と
し
て
保
持
し
て
政
治
力
を
高
め
、
保
元
・
平
治
の
乱
を
勝
ち
抜
い
て
、
平
家
の
全
盛
を
築
い
た
。 

  



 

① 

『
尊
卑
分
脈
』 

 

神
宮
文
庫
蔵 

 

縦
二
十
七
・
〇
㎝×

横
十
九
・
〇
㎝ 

 

明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）
刊 

 

『
尊
卑
分
脈
』
は
姓
氏
家
系
の
書
籍
で
、
成
立
は
吉
野
・
室
町
時 

代
。
洞
院
公
定
に
よ
り
永
和
三
年
（
一
三
七
七
）
か
ら
応
永
二
年 

（
一
三
九
五
）
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
、
そ
の
後
も
養
子
で
あ
る
満 

季
、
孫
の
実
熙
と
い
っ
た
洞
院
家
の
人
々
に
よ
っ
て
書
き
継
が
れ 

た
。
源
平
藤
橘
四
姓
の
父
系
を
結
ん
で
人
物
の
名
を
書
き
、
官 

歴
・
没
年
月
日
と
享
年
を
含
ん
だ
略
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

平
氏
は
桓
武
天
皇
の
曾
孫
高
望
王
が
「
平
」
の
姓
を
賜
っ
た
名 

族
で
あ
り
、
は
じ
め
東
国
に
勢
力
を
置
い
て
い
た
が
、
平
将
門
の 

乱
（
九
三
五
～
九
四
〇
）・
平
忠
常
の
乱
（
一
〇
二
八
）
以
降
、 

東
国
は
源
氏
の
地
盤
と
な
り
、
平
維
衡
は
伊
勢
国
に
来
住
し
て
勢 

力
を
伸
ば
し
た
。
こ
の
平
維
衡
の
一
族
を
「
伊
勢
平
氏
」
と
呼
び
、 

中
で
も
平
清
盛
を
輩
出
し
た
一
族
は
、
都
に
進
出
し
て
政
権
を
掌 

握
す
る
に
至
っ
た
こ
と
か
ら
、「
伊
勢
平
氏
」
の
主
流
「
平
家
」 

と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。 

 

 



 

② 

『
二
所
太
神
宮
例
文
』

 

神
宮
文
庫
蔵

 

縦
二
十
七
・
〇
㎝×

横
十
九
・
五
㎝ 

寛
文
七
年
（
一
六
六
九
）
黒
瀬
益
弘
写 

 

『
二
所
太
神
宮
例
文
』
は
斎
内
親
王
・
祭
主
・
禰
宜
の
補
任
及
び
叙 

位
、
式
年
遷
宮
・
臨
時
遷
宮
・
仮
殿
遷
宮
や
公
卿
勅
使
に
関
す
る
二 

十
六
項
を
設
け
て
年
代
順
に
記
し
、
鎌
倉
時
代
後
期
に
成
立
し
て
、

そ
れ
以
降
も
書
き
継
が
れ
て
い
る
。 

本
書
の
「
第
二
十
六
、
二
所
太
神
宮
正
遷
宮
臨
時
並
仮
殿
遷
宮
」

に
よ
る
と
、
平
清
盛
が
活
躍
し
た
平
安
時
代
に
は
第
二
十
三
回
か
ら

第
二
十
七
回
の
五
回
の
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
。
内
宮
は
永
久
二
年

（
一
一
一
四
）
・
長
承
二
年
（
一
一
三
三
）
・
仁
平
二
年
（
一
一
五

二
）
・
承
安
元
年
（
一
一
七
一
）
・
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
。
外

宮
は
永
久
四
年
（
一
一
一
六
）
・
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
・
仁
平

四
年
（
一
一
五
四
）
・
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
・
建
久
三
年
（
一

一
九
二
）
で
あ
る
。 

内
宮
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
た
二
年
後
に
外
宮
の
式
年
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、 

こ
れ
は
第
一
回
の
式
年
遷
宮
を
内
宮
が
持
統
天
皇
即
位
四
年
（
六
九
〇
）
、
外
宮
が
二 

年
後
の
同
六
年
（
六
九
二
）
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
内
宮
・
外
宮
を
同
一
年 

に
行
わ
れ
る
の
は
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
・
第
四
十 

一
回
）
の
式
年
遷
宮
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
平
安
時
代
の
式
年
遷
宮
は
神
嘗
祭
の
日
に
行 

わ
れ
て
お
り
、
内
宮
は
九
月
十
六
日
、
外
宮
は
九
月
十
五
日
に
遷
御
の
儀
が
行
わ
れ
た
。 

 
 



 

③ 

「
平
氏
発
祥
伝
説
地
」 

三
重
県
指
定
史
跡 

三
重
県
津
市
産
品
所
在 

昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
三
月
二
十
五
日
指
定 

三
重
県
津
市
産
品

う
ぶ
し
な

は
平
氏
発
祥
伝
説
地
と
さ
れ
、
平
清
盛
の
父
で
あ
る
忠
盛 

が
産
ま
れ
た
と
き
の
胞
衣

え

な

を
埋
め
た
「
忠
盛
塚
」
と
「
産
湯
池
」
が
残
さ
れ 

て
い
る
。
「
忠
盛
塚
」
に
は
神
宮
禰
宜
岡お

か

吉よ
し

胤た
ね

撰
文
の
「
平
忠
盛
公
之
碑
」 

が
明
治
三
十
三
年
（
一
九
〇
〇
）
十
二
月
に
建
て
ら
れ
、
「
平
刑
部
卿
忠
盛 

公
誕
生
塚
」
と
「
産
湯
池
」
の
標
柱
が
あ
る
。 



    

 

 

  

④ 

「
平
清
盛
幕
張
松
古
蹟
」 

 

宮
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に
平
清
盛
が
築
い
た
大
堤 

「
清
盛
堤
」
の
跡
。
田
畠
の
削
平
に
伴
い
堤
の
高
ま
り
が 

な
く
な
り
、
わ
ず
か
に
外
宮
の
摂
社
大
間
国
生
神
社
の 

北
境
に
痕
跡
を
と
ど
め
る
に
い
た
っ
た
と
さ
れ
る
が
、 

現
在
は
Ｊ
Ｒ
山
田
上
口
駅
前
に
石
碑
が
残
る
の
み
と
な 

っ
て
い
る
。
石
碑
に
は
「
平
清
盛
幕
張
松
古
蹟
」
と 

刻
ま
れ
て
お
り
、
幕
を
張
っ
た
よ
う
に
松
林
が
連
な
る 

堤
で
あ
っ
た
こ
と
が
名
称
か
ら
う
か
が
え
る
。 

 

 



 

⑤ 

『
平
治
物
語
絵
詞
』
「
六
波
羅
行
幸
巻
」 

 

神
宮
文
庫
蔵 

縦
四
十
二
・
五
㎝ 

江
戸
時
代
写 

 
 

 

平
治
の
乱
を
描
い
た
絵
巻
物
。
平
治
の
乱
は
後
白
河
上
皇
の
近
臣
間
の
争 

い
に
、
源
平
の
武
家
の
対
立
が
絡
ん
だ
兵
乱
。
平
治
元
年
（
一
一
五
九
） 

十
月
九
日
、
平
清
盛
が
熊
野
参
詣
に
よ
り
不
在
で
あ
る
こ
と
を
幸
い
と
し 

て
、
藤
原
信
頼
は
源
義
朝
と
結
ん
で
後
白
河
上
皇
の
三
条
殿
を
夜
襲
し
、 

上
皇
を
大
内
裏
（
御
所
）
に
拉
致
。
信
頼
は
内
裏
に
お
い
て
藤
原
信
西 

（
通
憲
）
の
一
族
の
追
捕
と
除
目
を
行
い
、
十
二
月
十
日
に
は
義
朝
の
軍 

勢
が
信
西
の
宿
所
を
急
襲
し
た
。
信
西
は
伊
賀
国
ま
で
逃
れ
る
が
、
自
害 

し
て
果
て
る
。
事
件
の
急
報
に
よ
り
清
盛
は
武
士
を
集
め
な
が
ら
帰
京
し
、 

十
二
月
二
十
五
日
に
六
波
羅
の
屋
形
に
着
く
。
二
条
天
皇
は
夜
陰
に
ま
ぎ 

れ
て
密
か
に
御
所
を
逃
れ
て
六
波
羅
の
清
盛
邸
に
行
幸
す
る
。 

場
面
は
二
条
天
皇
の
御
車
を
、
平
家
の
軍
勢
が
護
送
し
て
六
波
羅
の
清
盛 

邸
へ
向
か
う
と
こ
ろ
。
二
条
天
皇
を
乗
せ
た
御
車
の
後
ろ
に
騎
乗
の
公
卿 

は
前
に
新
大
納
言
藤
原
経
宗
、
別
当
藤
原
惟
方
。
甲
冑
を
着
け
て
白
馬
に 

跨
が
る
武
将
が
平
重
盛
（
清
盛
嫡
男
）
。
後
方
で
兜
の
緒
を
締
め
て
い
る 

の
が
平
頼
盛
（
清
盛
弟
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

 



  

 

④ 

「
平
清
盛
幕
張
松
古
蹟
」 

 

宮
川
の
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
に
平
清
盛
が
築
い
た
大
堤 

「
清
盛
堤
」
の
跡
。
田
畠
の
削
平
に
伴
い
堤
の
高
ま
り
が
な 

く
な
り
、
わ
ず
か
に
外
宮
の
摂
社
大
間
国
生
神
社
の
北
境
に 

痕
跡
を
と
ど
め
る
に
い
た
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
は
Ｊ
Ｒ 

山
田
上
口
駅
前
に
石
碑
が
残
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
石
碑 

に
は
「
平
清
盛
幕
張
松
古
蹟
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、
幕
を
張 

っ
た
よ
う
に
松
林
が
連
な
る
堤
で
あ
っ
た
こ
と
が
名
称
か
ら 

う
か
が
え
る
。 

 

 

⑥ 

『
天
子
摂
関
御
影
』
「
大
臣
巻 

清
盛
公
」 

神
宮
文
庫
蔵 

縦
二
十
八
・
四
㎝ 

コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
（
原
資
料
宮
内
庁
蔵
） 

 
 
 
 
 
 

 

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
の
天
皇
・
摂
政
・
関
白
・

大
臣
の
肖
像
を
年
代
順
に
描
い
た
も
の
。
天
子
巻
に
二
十
一
人
、 

摂
関
巻
に
三
十
人
、
大
臣
巻
に
八
十
人
、
合
わ
せ
て
一
百
三
十
一
人

が
描
か
れ
、
三
つ
の
巻
物
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。 

絵
は
藤
原
為
信
・
豪
信
の
親
子
が
描
き
継
い
だ
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

鎌
倉
時
代
に
描
か
れ
た
肖
像
を
特
に
「
似
絵

に
せ
え

」
と
呼
ぶ
。
「
似
絵
」

は
目
・
鼻
・
口
な
ど
を
、
そ
の
人
物
の
顔
貌
に
似
せ
て
写
実
的
に
描

い
た
絵
の
こ
と
を
意
味
す
る
。 

大
臣
巻
に
み
え
る
平
清
盛
は
宮
中
行
事
に
臨
む
場
面
で
、
冠
を
か
ぶ

り
、
束
帯
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
強
装
束
で
あ
る
黒
い
袍
に
、
腰
に

は
飾
太
刀
を
佩
い
て
、
手
に
は
笏
を
持
っ
て
い
る
が
、
飾
太
刀
・
笏
・

平
緒
・
裾
は
白
く
塗
り
残
し
て
い
る
。
一
方
で
、
顔
の
表
情
に
は
重

点
を
据
え
て
描
か
れ
て
お
り
、
太
い
眉
に
、
目
尻
が
吊
り
上
っ
て
、

ふ
っ
く
ら
と
豊
か
な
頬
を
描
い
て
彩
色
さ
れ
て
い
る
。 

 

 



 

⑦ 

『
平
治
物
語
絵
詞
』
「
六
波
羅
合
戦
巻
」 

 

神
宮
文
庫
蔵 

縦
四
十
二
・
〇
㎝ 

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
写 

 

 

本
図
は
略
模
本
の
一
巻
で
、
す
べ
て
白

描

は
く
び
ょ
う

の
粗そ

笨ほ
ん

で
あ
る
。 

江
戸
中
期
に
は
原
本
を
失
っ
て
い
た
が
、
い
く
つ
か
の
模
本
が
伝
わ

っ
て
い
る
。 

平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
十
二
月
二
十
六
日
、
平
清
盛
は
弟
頼
盛
・

子
重
盛
を
大
内
裏
に
向
か
わ
せ
て
藤
原
信
頼
を
討
た
せ
た
。
一
方
、

藤
原
信
頼
の
軍
勢
に
よ
り
六
波
羅
が
襲
撃
さ
れ
る
が
、
清
盛
は
こ
れ

を
迎
え
撃
ち
、
な
お
か
つ
攻
め
出
て
三
条
河
原
ま
で
追
撃
し
、
源
義

朝
・
義
平
を
敗
走
さ
せ
る
。
場
面
は
義
朝
の
嫡
男
義
平
の
軍
勢
を
迎

え
撃
つ
清
盛
の
様
子
を
描
く
。
『
平
治
物
語
』
に
は
「
か
ち
ん

（

褐

）

の
直

垂
に
黒
糸
威
の
鎧
に
、
黒
漆
の
太
刀
は
き
、
く
ろ
づ
は
の
矢
を
ゝ
い
、

塗
籠
藤
の
弓
を
も
っ
て
、
黒
の
馬
に
黒
鞍
を
か
せ
て
の
り
給
へ
り
」

と
清
盛
の
軍
装
を
記
し
て
い
る
。 

 

 



二
、 

平
清
盛
・
重
盛
の
参
宮 

 
平
氏
は
伊
勢
国
を
本
拠
地
と
し
た
こ
と
か
ら
、
勅
使
・
斎
王
参
向
の
際
に
は
、
接
待
・
饗
応
役
を
勤
め
、
鈴
鹿
駅
家
・
一
志
駅
家
や
参
宮
街
道
の
拡 

 

張
整
備
を
行
っ
た
。
神
宮
と
の
関
係
は
他
の
公
卿
と
さ
ほ
ど
変
わ
る
こ
と
も
な
く
平
清
盛
・
平
重
盛
い
ず
れ
も
公
卿
勅
使
と
し
て
神
宮
に 

 

参
向
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
平
家
が
公
家
の
慣
例
に
従
い
「
私
幣
禁
断
」
の
制
を
厳
守
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
。
清
盛
は
三
度
、
重
盛
は 

 

一
度
勅
使
を
勤
め
る
が
、
い
ず
れ
も
宸
筆
を
奉
じ
て
の
公
的
参
拝
で
私
幣
私
願
は
な
か
っ
た
。
ま
た
清
盛
は
、
娘
で
あ
る
中
宮
徳
子
の
皇
子
御
降
誕
御 

 

祈
の
た
め
に
神
馬
を
牽
進
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
皇
室
と
の
関
係
に
立
っ
て
の
公
的
な
奉
納
と
言
え
る
。 

 

平
家
に
因
む
事
蹟
と
し
て
は
外
宮
表
参
道
火
除
橋
際
に
、
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
に
勅
使
と
し
て
参
宮
し
た
平
重
盛
の
冠
が
触
れ
る
と
の
理
由
で 

 

枝
が
切
ら
れ
た
「
清
盛
楠
」
が
あ
る
。
ま
た
、
か
つ
て
は
外
宮
西
側
を
流
れ
る
宮
川
の
氾
濫
か
ら
外
宮
と
鳥
居
前
の
山
田
の
町
に
住
む
住
民
・
住
家
を 

 

守
る
た
め
に
平
清
盛
が
築
い
た
堤
防
が
あ
っ
た
が
、
現
在
は
「
平
清
盛
幕
張
松
古
蹟
」
の
石
碑
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
一
方
で
平
家
の
崇
敬
は
熊
野
三 

 

山
や
厳
島
神
社
に
向
け
ら
れ
、
折
に
ふ
れ
て
参
詣
も
な
さ
れ
た
。
特
に
厳
島
神
社
は
平
清
盛
が
安
芸
守
に
任
じ
ら
れ
て
赴
任
し
て
以
降
、
家
門
の
繁
栄 

 

に
伴
う
神
威
へ
の
奉
謝
に
は
情
切
な
る
も
の
が
あ
り
、
殿
舎
の
建
立
・
神
宝
・
経
巻
の
奉
納
、
屡
々
の
参
詣
が
な
さ
れ
た
。 

 



 

⑧ 

「
清
盛
楠
」 

豊
受
大
神
宮
神
域 

 

「
清
盛
楠
」
は
樹
幹
四
本
か
ら
な
る
。 

 樹
齢 

 
 

一
千
数
百
年 

 

樹
高 

 
 

十
二
メ
ー
ト
ル 

 

胸
高
周
囲 

三
五
七
セ
ン
チ 

 

樹
幹
直
径 

一
一
三
セ
ン
チ 

 

樹
冠
長
枝 

九
五
〇
セ
ン
チ 

 



 

⑨ 

『
伊
勢
太
神
宮
神
異
記
』

 

神
宮
徴
古
館
蔵

 

縦
十
七
・
五
㎝×

横
二
十
七
・
〇
㎝

 

寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
刊

出
口
延
佳
著 

 

『
伊
勢
太
神
宮
神
異
記
』
は
外
宮
権
禰
宜
出
口
延
佳
が
内
宮
・

外
宮
に
お
け
る
霊
験
な
る
神
異
・
奇
異
を
記
し
た
書
籍
で
、
寛

文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
上
梓
さ
れ
た
。
外
宮
の
楠
に
つ
い
て

は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
一
、
外
宮
鳥
居
の
前
、
豊
川
の
橋
の
北
に
有
楠
の
西
へ
指
た

る
枝
を
伐
た
る
跡
有
は
、
永
万
元
年
乙
酉
五
月
廿
九
日
、
右
兵

衛
督
正
三
位
平
重
盛
卿
、
後
に
小
松
内
府
と
号
す
、
公
卿
勅
使

と
し
て
参
向
の
時
に
、
此
さ
が
り
枝
に
冠
つ
か
ゆ
る
事
も
や
と

て
、
御
馳
走
の
為
に
伐
り
た
る
と
申
伝
た
る
ま
ゝ
に
て
、
記
録

に
は
見
え
ざ
る
の
間
、
後
代
に
知
し
め
ん
た
め
、
奇
異
の
事
な

ら
ね
ど
も
、
是
を
も
爰
に
記
す
も
の
也
」 

 



 

⑩ 

『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』

 

神
宮
徴
古
館
蔵

 

縦
二
十
六
・
四
㎝×

横
十
八
・
四
㎝ 

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
刊 

 

『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
は
京
都
の
三
条
橋
か
ら
伊
勢
街
道
を
経
て

皇
大
神
宮
・
豊
受
大
神
宮
に
至
る
ま
で
、
二
見
浦
・
伊
雑
宮
・
鳥
羽

を
含
め
て
名
所
・
旧
跡
を
絵
入
り
で
解
説
し
た
参
宮
案
内
記
で
、
五

巻
と
附
録
一
巻
か
ら
な
る
。 

寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
神
宮
祭
主
藤
波
季す

え

忠た
だ

が
序
文
を
寄
せ
て

上
梓
し
、
画
・
文
と
も
に
大
坂
の
画
家
蔀
関
月
が
著
し
て
い
る
。
「
清

盛
楠
」
の
解
説
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

「
清
盛
楠

昔
小
松
内
大
臣
重
盛
公
勅
使
と
し
て
参
向
の
時
、
冠
に

さ
は
る
べ
し
と
て
、
西
へ
さ
し
た
る
枝
を
伐
ら
せ
ら
れ
し
事
有
。
こ

れ
を
里
俗
あ
や
ま
り
て
清
盛
楠
と
い
ふ
な
る
べ
し
。
勅
使
と
し
て
清

盛
公
三
度
、
重
盛
公
は
一
度
参
向
あ
り
し
由
は
勅
使
部
類
例
文
等
に

見
え
た
り
。
」 

 

 



 

⑪ 

『
伊
勢
勅
使
部
類
』 

 

神
宮
文
庫
蔵 

 

縦
二
十
七
・
四
㎝×

横
十
九
・
五
㎝ 

 

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
出
口
延
経
写 

 

『
伊
勢
勅
使
部
類
』
は
聖
武
天
皇
の
天
平
十
年
か
ら
後
醍
醐
天
皇

の
嘉
暦
三
年
に
至
る
ま
で
の
神
宮
に
差
遣
さ
れ
た
公
卿
勅
使
が

記
さ
れ
た
記
録
。
成
立
は
鎌
倉
時
代
前
期
で
、
そ
れ
以
降
も
書
き

継
が
れ
て
い
る
。 

内
容
は
公
卿
勅
使
の
発
遣
日
、
勅
使
の
官
位
と
姓
名
、
宣
命
の
趣

旨
、
宸
筆
宣
命
の
有
無
、
宣
命
の
作
者
と
上
卿
の
官
名
が
記
さ
れ

て
い
る
。
神
宮
に
勅
使
が
遣
わ
さ
れ
る
の
は
、
二
月
の
祈
年
祭
・

六
月
の
月
次
祭
・
九
月
の
神
嘗
祭
・
十
二
月
の
月
次
祭
の
四
度
。

四
度
の
勅
使
は
王
・
中
臣
・
忌
部
・
卜
部
の
四
姓
で
構
成
さ
れ
、

こ
れ
を
四
姓
使
と
い
う
。
こ
の
四
姓
使
の
ほ
か
、
三
位
以
上
の
公

卿
を
勅
使
と
し
て
遣
わ
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
を
公
卿
勅
使
と
い

う
。
四
姓
の
内
、
中
臣
の
奏
上
す
る
宣
命
の
ほ
か
、
公
卿
勅
使
の

奏
上
す
る
宣
命
、
更
に
は
格
別
の
叡
慮
が
あ
る
場
合
は
特
に
宸
筆

を
賜
る
こ
と
も
屡
々
あ
っ
た
。
記
録
に
よ
る
と
平
清
盛
は
永
暦
二

年
（
一
一
六
一
）
四
月
二
十
二
日
・
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）
六

月
八
日
・
長
寛
元
年
十
一
月
十
日
の
三
度
、
公
卿
勅
使
と
し
て
参

向
し
、
平
重
盛
は
長
寛
三
年
（
一
一
六
五
）
五
月
二
十
九
日
に
公

卿
勅
使
と
し
て
参
向
し
て
い
る
。 

 

 



三
、 

平
家
の
衰
退
と
源
頼
朝
の
崇
敬 

 

源
氏
は
清
和
天
皇
の
孫
、
経
基
王
が
「
源
」
の
姓
を
賜
っ
て
臣
下
に
な
っ
た
名
族
で
あ
る
。
清
和
源
氏
は
摂
津
・
河
内
を
中
心
に
土
着
し
、
勢
力 

 

の
伸
張
を
は
か
っ
た
。
河
内
国
を
本
拠
に
お
く
源
義
家
は
白
河
上
皇
に
よ
り
院
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
。
義
家
卒
去
後
、
源
氏
一
族
に
内
紛
が 

 

起
こ
り
、
義
家
の
孫
、
為
義
は
白
河
上
皇
の
信
頼
を
失
い
、
官
位
の
昇
進
が
見
送
ら
れ
て
低
迷
し
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
勢
の
中
、 

 

源
義
朝
は
東
国
（
関
東
地
方
）
に
下
向
し
て
、
父
で
あ
る
為
義
が
伝
領
し
て
い
た
安
房
国
丸
御
厨
に
移
住
し
、
在
地
有
力
者
と
連
携
し
て
勢
力
を 

 

伸
ば
し
て
い
っ
た
。
神
宮
領
で
あ
る
大
庭
御
厨
や
相
馬
御
厨
な
ど
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
在
地
豪
族
を
傘
下
に
収
め
て
い
っ
た
。
源
氏
勢
力
の 

基
盤
が
東
国
と
な
っ
た
の
は
こ
の
義
朝
の
代
で
あ
り
、
特
に
高
祖
父
の
源
頼
義
以
来
ゆ
か
り
の
あ
る
鎌
倉
の
亀か

め

ヶが

谷や
つ

に
居
館
を
構
え
、
相
模
国
一
帯

に
強
い
基
盤
を
持
っ
た
。 

 

源
義
朝
は
京
に
戻
っ
て
鳥
羽
上
皇
に
厚
遇
さ
れ
て
下
野
守
に
任
じ
ら
れ
、
保
元
の
乱
に
は
東
国
武
士
団
を
率
い
て
戦
功
を
立
て
た
。
し
か
し
、 

 

三
年
後
の
平
治
の
乱
で
は
藤
原
信
頼
方
に
与
し
て
敗
北
し
、
東
国
へ
落
ち
延
び
る
途
次
に
謀
殺
さ
れ
た
。
義
朝
と
熱
田
大
宮
司
藤
原
季す

え

範の
り

の
娘
由
良 

 

御
前
と
の
間
に
生
ま
れ
た
三
男
頼
朝
は
平
治
の
乱
に
よ
り
伊
豆
国
蛭
が
小
島
に
流
さ
れ
る
が
、
の
ち
に
挙
兵
し
て
平
家
と
奥
州
藤
原
氏
を
平
定
し
て 

 

鎌
倉
幕
府
を
開
き
武
家
政
権
を
確
立
し
た
。 

 



源
頼
朝
と
神
宮
と
の
関
わ
り
は
、
頼
朝
が
自
ら
の
祈
祷
を
外
宮
権
禰
宜
度わ

た

会ら
い

光み
つ

倫と
も

に
頼
ん
で
い
る
。
願
意
は
国
家
の
安
寧
と
い
う
公
的
な
も
の
を
含 

 
む
が
、
平
家
追
討
・
源
氏
再
興
の
私
的
内
容
が
含
ま
れ
て
お
り
「
私
幣
禁
断
」
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
。
源
頼
朝
の
神
宮
崇
敬
は
や
が
て
関
東
御
家
人 

 

に
広
が
り
、
神
宮
か
ら
も
権
禰
宜
・
御
師
に
よ
る
教
化
活
動
と
相
俟
っ
て
浸
透
し
て
い
っ
た
。
後
に
室
町
幕
府
を
開
く
足
利
将
軍
家
（
清
和
源
氏
）
の 

 

神
宮
参
拝
に
つ
な
が
る
端
緒
を
開
い
た
と
い
え
る
。 

               



 

⑫ 

『
天
養
記
』 

神
宮
文
庫
蔵 

 

縦
三
十
・
四
㎝ 

 

天
養
二
年
（
一
一
四
五
）
写 

国
重
要
文
化
財 

平
成
十
八
年
六
月
九
日
指
定 

 

天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
九
月
八
日
・
十
月
二
十
一
日
に
、
内
宮
の
神
領
で 

あ
る
相
模

さ
が
み
の

国く
に

大
庭

お
お
ば
の

御
厨

み
く
り
や

の
鵠く

げ

沼ぬ
ま

郷
に
源
義
朝
ら
が
乱
入
し
押
領
を
企
て
た 

た
め
に
、
内
宮
祢
宜
が
大
宮
司
・
祭
主
を
経
て
朝
廷
に
訴
え
た
文
書
写
十
通
を 

集
め
た
巻
子
本
。 

天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
九
月
八
日
、
突
如
と
し
て
相
模
国
鎌
倉
郡
に
居
住
す 

る
源
義
朝
と
郎
党
が
大
庭
御
厨
鵠
沼
郷
（
神
奈
川
県
藤
沢
市
大
庭
）
に
乱
入
。 

俄
に
鵠
沼
郷
を
鎌
倉
郡
内
と
称
し
て
伊
介
神
社
の
祝
・
荒
木
田
彦
松
と
神
人
八 

人
を
殺
害
し
、
内
宮
の
供く

祭

料

さ
い
り
ょ
う

で
あ
る
稲
米
を
運
び
取
っ
た
た
め
、
内
宮
祢 

宜
等
が
朝
廷
に
訴
え
出
た
。
朝
廷
は
翌
年
二
月
三
日
の
官
宣
旨
に
よ
り
義
朝
の 

濫ら
ん

行
ぎ
ょ
う

停
止

ち
ょ
う
じ

を
命
ぜ
ら
れ
、
三
月
四
日
に
は
大
庭
御
厨
へ
の

妨
さ
ま
た
げ

停
止

ち
ょ
う
じ

を 

命
ぜ
ら
れ
て
内
宮
側
の
勝
訴
と
な
っ
た
。
『

鏑
か
ぶ
ら

矢や

伊
勢

い

せ

宮
方

み
や
が
た

記き

』
に
よ
れ
ば
、 

そ
の
直
後
の
三
月
十
一
日
に
義
朝
は
下
総
国
相
馬
御
厨
（
茨
城
県
取
手
市
・
守 

谷
市
一
帯
）
を
内
宮
に
寄
進
し
て
い
る
。 

寄
進
型
荘
園
の
成
立
・
源
氏
に
よ
る
関
東
武
士
団
の
成
長
を
知
る
上
で
貴
重
な 

史
料
で
あ
る
。 



 

⑬ 

『
吾
妻
鏡
』 

 

神
宮
文
庫
蔵 

 

縦
二
十
七
・
二
㎝×

横
十
九
・
五
㎝ 

 

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
刊 

 

『
吾
妻
鏡
』
は
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
中
期
に
か
け
て
書
か

れ
た
編
纂
物
。
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
源
頼
朝
か
ら
六
代
将
軍
宗む

ね

尊た
か

親
王

ま
で
の
将
軍
記
で
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
か
ら
文
永
三
年
（
一

二
六
六
）
ま
で
の
八
十
七
年
間
を
編
年
体
で
記
さ
れ
て
い
る
。 

成
立
は
鎌
倉
時
代
末
期
。 

養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
十
月
二
十
日
の
条
に
は
外
宮
権
祢
宜
度わ

た

会ら
い

光み
つ

倫と
も

が
源
頼
朝
に
対
面
し
て
い
る
。
度
会
光
倫
は
頼
朝
に
「
去
る
九
月

十
九
日
に
、
平
家
の
意
向
を
う
け
た
に
東
国
平
定
祈
願
の
た
め
の
勅

使
が
遣
わ
さ
れ
、
天
慶
の
例
に
な
ら
っ
て
金
銅
の
鎧
を
奉
納
し
た
。

と
こ
ろ
が
奉
納
す
る
前
日
に
、
勅
使
で
あ
る
祭
主
大
中

お
お
な
か

臣と
み

親む
つ

隆た
か

の
嫡

男
定さ

だ

隆た
か

が
伊
勢
国
一
志
の
駅
家
に
お
い
て
頓
死
す
る
事
件
が
あ
り
、

こ
れ
を
「
朝
憲
を
軽
ん
じ
国
土
を
危
う
く
す
る
の
凶
臣
、
こ
の
時
に

当
た
り
て
敗
北
す
べ
き
の
条
、
兼
ね
て
疑
ひ
な
し
」
と
述
べ
て
、
来

る
べ
き
平
家
の
敗
北
を
伝
え
て
い
る
。 

  



 

『
吾
妻
鏡
』
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
十
月
二
十
日
の
条 

 

養
和
元
年

（

一

一

八

一

）

十
月
小
廿
日

癸
み
ず
の
と

亥 ゐ

、
昨
日
、
太
神
宮
の
権
祢
宜
度
會
光
倫

み
つ
と
も

〔
相
鹿

あ

ふ

か

二
郎
大
夫
と
号
す
〕
、
本
宮
よ
り
参
着
す
、
是
、
御
祈
祷
致
さ
ん
が
為
、
御
願
書

ご
ぐ
わ
ん
し
ょ 

を
賜
る
也
。
今
日
、
武
衛

ぶ

ゑ

い

対
面
し
給
ふ
、
光
倫
申
し
て
云
は
く
、
去 さ

る
月

（
九
月
）

十
九
日
、
平
家
の
申
し
行
ふ
に
依
り
て
、
東
国
帰
往
の
祈
祷
と
し
て
、
天
慶

て
ん
ぎ
ゃ
う

の 

例
に
任
せ
て
、

金

こ
が
ね
づ
く
り

の
鎧
を
神
宮
に
奉
ら
る
、
奉
納
以
前
、
祭
主
親 む

つ

隆 た
か

卿
の
嫡
男
、
神
祗
少
副

し
ょ
う
す
け

定
隆

さ
だ
た
か

、
伊
勢
国
一
志
駅
家

い
ち
し
の
う
ま
や

に
於
い
て
頓 と

ん

滅 め
つ

す
、
又
、
件 

の
甲

よ
ろ
ひ

奉
納
せ
ら
る
べ
き
事
、
同
月

（
九
月
）

十
六
日
、
京
都
に
於
い
て
御
沙
汰
有
り
、
其
の
日
に
当
た
り
て
、
本
宮
正
殿
の
棟
木
に
、
蜂
巣
を
作
り
、
雀

す
ず
め

、
小
蛇

こ

へ

び

子 

を
生
む
、
是
等
の

恠
あ
や
し
み

に
就
き
て
、
先
蹤

せ
ん
し
ょ
う

を

勘
か
ん
が
ふ

る
に
、
朝
憲

て
ふ
け
ん

を
軽
ん
じ
、
国
土
を
危

あ
や
う

く
す
る
の
凶
臣
、
此 こ

の
時
に
当
た
り
敗
北
す
べ
き
の
條
、
兼
ね 

て
疑
ひ
無
し
て
へ
れ
ば
、
仰 お

ほ

せ
て
曰
は
く
、
去

さ
ん
ぬ

る
永
暦
元
年

（

一

一

六

〇

）

、
出
京
の
時
、
夢
想
の
告 つ

げ
有
る
の
後
、
当
宮
の
御
事
、
渇
仰

か
つ
が
う

の
思
ひ
他
に
異
な
り
、
所
願

し
ょ
が
ん 

成
じ
ゃ
う

弁 べ
ん

せ
ば
、
必
ず
新 し

ん

御
厨

み
く
り
や

を
寄
進
す
べ
し
と
云
々 

      



 

⑭ 

「
勅
使
塚
」 

松
阪
市
指
定
史
跡 

三
重
県
松
阪
市
曽
原
町
所
在 

昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
十
一
月
十
五
日
指
定 

 

「
勅
使
塚
」
は
源
氏
挙
兵
に
よ
る
兵
乱
静
謐

せ
い
ひ
つ

の
勅
使
と
し
て
伊
勢
神
宮
に

派
遣
さ
れ
一
志
駅
家
で
頓
死
し
た
大
中

お
お
な
か

臣と
み

定
隆

さ
だ
た
だ

を
埋
葬
し
た
場
所
と
い

わ
れ
て
い
る
。
松
阪
市
三
雲

み
く
も

の
人
々
は
「
み
か
ど
づ
か
」
「
み
か
ど
さ
ん
」

と
呼
び
親
し
ま
れ
て
い
る
。
勅
使
の
大
中
臣
定
隆
は
神
宮
祭
主
大
中
臣
親む

つ

隆た
か

の
嫡
子
で
あ
る
。
こ
の
勅
使
頓
死
事
件
は
度
会
光
倫
に
よ
り
「
平
家
敗

北
」
の
予
兆
と
し
て
源
氏
方
に
伝
え
ら
れ
、
意
を
強
く
し
た
頼
朝
は
神

馬
・
砂
金
を
神
宮
に
奉
り
、
天
照
大
神
の
加
護
を
祈
念
す
る
な
ど
、
頼
朝

の
神
宮
へ
の
信
仰
が
次
第
に
強
く
な
る
契
機
と
な
っ
た
。 

 



 

  

⑮ 

吉
川
英
治 

書
（
『
神
風
帖
』
人
） 

内
宮
神
楽
殿
蔵 

 

縦
三
十
九
・
五
㎝×

横
二
十
九
・
八
㎝ 

 

昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
十
二
月
十
日 

 

『
神
風
帖
』
は
内
宮
神
楽
殿
の
参
拝
記
帖
で
、
天
・
地
・
人
の
三
帖

か
ら
成
る
。 

作
家
の
吉
川
英
治
は
昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）
十
二
月
十
日
、

『
新
・
平
家
物
語
』
執
筆
の
為
、
熊
野
・
伊
勢
を
取
材
。 

そ
の
途
次
に
参
宮
し
、
内
宮
神
楽
殿
に
お
い
て
記
帳
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
は
心
の
ふ
る
さ
と
か 

そ
ぞ
ろ
詣
れ
ば 

旅
こ
こ
ろ 

う
た
た 

童
に
か
へ
る
か
な 

 
 
 
 
 
 
 

吉
川
英
治 

 

 



展
示
資
料
一
覧 

                       

番
号 
資
料
名 

時
代 

法
量
（
㎝
） 

点
数 

所
蔵
先
・
所
在
地 

 
 

 
 
 

① 
 
 
 
 

尊
卑
分
脈 

江
戸
時
代 

縦
二
十
七
・
〇×

横
十
九
・
〇 

一
冊 

神
宮
文
庫 

 
 

② 
 

二
所
太
神
宮
例
文 

江
戸
時
代 

縦
二
十
七
・
〇×

横
十
九
・
五 

一
冊 

神
宮
文
庫 

 
 

③ 
 
 
 
 
 
 
 

伊
勢
平
氏
発
祥
伝
説
地 

明
治
時
代 
 
 

 
 

三
重
県
津
市
産
品 

 
 

④ 

平
清
盛
幕
張
松
古
蹟 

 
 

 
 

 
 

三
重
県
伊
勢
市 

 
 

⑤ 
 
 
 
 
 
  
 

平
治
物
語
絵
詞 
六
波
羅
行
幸
巻 

江
戸
時
代 

縦
四
十
二
・
五 

一
巻 

神
宮
文
庫 

 

⑥ 

天
子
摂
関
御
影
（
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
） 

 

縦
二
十
八
・
四 

一
巻
（
三
巻
の
内
） 

神
宮
文
庫 

 

⑦ 

平
治
物
語
絵
詞 

六
波
羅
合
戦
巻 

  

江
戸
時
代 

縦
四
十
二
・
〇 

一
巻 

神
宮
文
庫 

⑧ 

清
盛
楠 

 
 

 
 

 
 

豊
受
大
神
宮 

 
 

⑨ 

伊
勢
太
神
宮
神
異
記 

江
戸
時
代 

縦
十
七
・
五×

横
二
十
七
・
〇 

一
冊 

神
宮
徴
古
館 

 

⑩ 

伊
勢
参
宮
名
所
図
会 

巻
四 
江
戸
時
代 

縦
二
十
六
・
四×

横
十
八
・
四 

一
巻
（
八
巻
の
内
） 

神
宮
徴
古
館 

 
 

⑪ 

伊
勢
勅
使
部
類
記 

江
戸
時
代 

縦
二
十
七
・
四×

横
十
九
・
五 

一
冊 

神
宮
文
庫 

 

⑫ 

天
養
記 

平
安
時
代 

縦
三
十･

四 
 
 

神
宮
文
庫 

 

⑬ 

吾
妻
鏡 

江
戸
時
代 

縦
二
十
七
・
二×

横
十
九
・
五 

一
冊
（
二
十
三
冊
の
内
） 

神
宮
文
庫 

 

⑭ 

勅
使
塚 

 
 

 
 

 
 

三
重
県
松
阪
市
曽
原 

 

⑮ 

神
風
帖 

人 

昭
和
時
代 
縦
三
十
九
・
五×

横
二
十
九
・
八
一
冊
（
三
冊
の
内
） 

内
宮
神
楽
殿 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



                         

主
要
参
考
文
献 

 
蔀
關
月
『
伊
勢
参
宮
名
所
図
会
』
昭
和
六
十
二
年
十
一
月 

国
書
刊
行
会 

朝
倉
泰
一
郎
『
伊
勢
の
神
宮
と
国
民
』
昭
和
五
十
年
十
月 

小
松
茂
美
篇
『
随
身
庭
騎
絵
巻
・
中
殿
御
会
図
・
公
家
列
影
図
・
天
子
摂
関
御
影
』
続
日
本
の
絵
巻
十
二
、
平
成
三
年
二
月
、
中
央
公
論
社 

小
松
茂
美
編
『
平
治
物
語
絵
詞
』
日
本
絵
巻
大
成
十
三 

昭
和
五
十
二
年
九
月
、
中
央
公
論
社 

『
伊
勢
市
史
』
第
二
巻
中
世
篇 

平
成
二
十
三
年
三
月
、
伊
勢
市 

永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
『
保
元
物
語
・
平
治
物
語
』
日
本
古
典
文
学
大
系
三
十
一
、
昭
和
三
十
六
年
七
月 

株
式
会
社
岩
波
書
店 

藤
波
家
文
書
研
究
会
編
『
大
中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
』
平
成
五
年
三
月
、
続
群
書
類
従
完
成
会 

音
羽
悟
「
神
宮
文
庫
所
蔵
『
天
養
記
』
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
」
（
『
瑞
垣
』
二
〇
三
号 

平
成
十
八
年
五
月 

神
宮
司
庁
） 

五
味
文
彦
・
櫻
井
陽
子
編
『
平
家
物
語
図
典
』
平
成
十
七
年
四
月 

株
式
会
社
小
学
館 

神
宮
司
庁
編
『
神
宮
史
年
表
』
平
成
十
七
年
三
月 

戎
光
祥
出
版
株
式
会
社 

 

平
成
二
十
四
年
度
企
画
展 

清
盛
と
楠 

編
集
・
発
行 

式
年
遷
記
念
せ
ん
ぐ
う
館 

〒
五
一
六
―
〇
〇
四
二 

三
重
県
伊
勢
市
豊
川
町
前
野
一
二
六
―
一 

℡
〇
五
九
六
―
二
二
―
六
二
六
三 

無
断
の
複
製
・
転
載
を
禁
じ
ま
す
。 

 



    

 

清
盛
と
楠 

 


